
年１回自己負担なしで歯の健康診査が受けられます。
最近の臨床研究や疫学調査などから、歯と口の健康と全身疾患との間に深い関係があることがわかってきているそう

です。いつまでも健康な歯と口を維持し、健康長寿で楽しく暮らしましょう。

対 象 者　…………………組合員（任意継続組合員は除く。）とします。
健診費用　…………………１年度内1回を限度に、共済組合が全額負担します。
健診項目　…………………歯の状況、歯周組織の状況、口腔清掃状態の健診などを行います。
受診できる医療機関　……   歯科医師会に加入している県内の歯科医療機関で受診できます。 

なお、歯科医師会に加入している歯科医療機関については、歯科医師
会のホームページまたは本組合のホームページで確認してください。

実施期間　…………………通年で受診できます。
申込み方法等　……………
　(1)   受診希望者は、歯科医療機関に直接電話等で予約を取ります。 

なお、予約の際、「埼玉県市町村職員共済組合の歯科健康診査」である旨を必ず歯科医療機関に伝えてください。
　(2)   予約後、「歯科健康診査申込書」を各所属所の共済事務担当課または、本組合のホームページからダウンロード

して、健診日の30日前までに共済事務担当課に提出してください。
　(3)   申込書提出後共済組合から、「埼玉県市町村職員共済組合歯科健康診査票」を発行しますので、必要事項を記入

のうえ、健診当日に医療機関の窓口に提出して受診してください。
　(4)   健診結果については、健診を行った歯科医療機関において、健診日当日に通知します。
そ の 他　……………
　(1)   健診の結果、歯石の除去、虫歯の治療等が必要な場合は、保険診療（自己負担）となります。
　(2)   不明な点は、福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

　短期給付事業は、医療費を賄う経理で、組合員皆さまの掛金と地方公共団体である所属所からの負担金で運営され
ています。
　平成30年4月から9月までの上半期の収支状況は、次のとおりです。

　この収支による平成30年度の決算見込みについては、当初予算の利益金（5億600万円）に多少の減少が見込まれる
状況となっています。
　なお、今後インフルエンザなどが流行した場合、医療費の増加が懸念されますので、どの程度の利益金になるかは不
透明な状況です。
　このような状況下における平成31年度の予算編成は、高齢者医療制度への納付金等の額も一段と増えていくもの
と予測されるため、組合会議員による関係会議での慎重な協議が必要になると思われます。
　組合員の皆さまには、短期給付財政についてご理解いただき、引き続き疾病予防とジェネリック医薬品の利用等に
よる医療費の節減にご協力をお願いいたします。

◆平成30年度短期給付事業にかかる決算見込みについて

組合員数と標準報酬総額の増加により、収入の基本となる掛金・負担金
は、予算に対し若干の増収が見込まれます。収 入

保健給付では組合員の医療費が増加傾向にあります。支 出

短期給付事業からのお知らせ

歯科健康診査を受診しましょう!歯科健康診査を受診しましょう!
～生活習慣病予防は歯の喪失防止と歯周病対策から！～～生活習慣病予防は歯の喪失防止と歯周病対策から！～
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